
富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱 

 

（令和４年１２月１９日告示第１４９号） 

 

改正  令和８年３月２６日告示第４２号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、放課後児童クラブにおいて働く放課後児童支援員等の職

員の処遇を改善するために交付する富里市放課後児童支援員等処遇改善事業

補助金（以下「補助金」という。）について、富里市補助金等交付規則（平

成１９年規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を

実施する市内に設置された施設をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の補助対象事業は、放課後児童健全育成事業実施要綱（平成

２７年５月２１日付け雇児発０５２１第８号厚生労働省子ども家庭局長通知）

により行う事業とする。 

 （補助対象者、補助額及び補助対象経費） 

第４条 補助対象者は、放課後児童クラブを運営する者とし、補助額及び補助

対象経費は、別表に掲げるとおりとする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、富里市放課後児童支援員等処遇

改善事業補助金（変更）交付申請書（別記第１号様式。第８条において「申

請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金（変更）

交付決定通知書（別記第２号様式。第９条において「決定通知書」という。）

により当該申請をした者に通知するものとする。 

（概算払） 

第７条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたと

きは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」



という。）の請求を受け、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付する

ことができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、

富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金概算払請求書（別記第３号様

式）により市長に請求するものとする。 

 （変更交付申請） 

第８条 補助事業者は、補助事業の内容の変更により申請の内容を変更しよう

とするときは、申請書を市長に提出しなければならない。 

 （変更交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を

審査し、適当と認めたときは、決定通知書により当該変更交付申請をした者

に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者（前条の規定による変更交付の決定を受けた場合を含む。

第１４条において同じ。）は、当該年度終了後速やかに、富里市放課後児童支

援員等処遇改善事業補助金に係る実績報告書（別記第４号様式）を市長に提

出しなければならない。 

（交付額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告を審査し、適当と認めたときは、富里

市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金確定通知書（別記第５号様式）に

より通知するものとする。 

 （補助金の取消し） 

第１２条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は

補助金の交付を受けた補助事業者があるときは、補助金交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該取消しを受けた者に

通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、第１０条の規定により交付する額を確定した後において

も適用する。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、

期間を定めて返還を命ずるものとする。 

 （確認等） 

第１４条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認



めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿書類その他の物件に

関し説明を求めることができる。 

 （補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、公示の日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

附 則（令和８年３月２６日告示第４２号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表（第４条関係） 

補助対象者、補助額及び補助対象経費 

補助対象者 補助額 補助対象経費 

放課後児童

クラブを運

営する者 

支援の単位ごとに次により算出さ

れた額の合計額 

１１，０００円×賃金改善対象者

数×事業実施月数 

放課後児童支援員等処遇

改善事業の実施に必要な

経費 

 



別記 

第１号様式（第５条、第８条関係） 

 

富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金（変更）交付申請書 

 

年  月  日  

 

 富里市長          様 

 

施 設 名  

代表者名  

 

 

 富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱第 条の規定により、

関係書類を添えて申請します。 

 

 

１  （変更）交付申請額         円 

２     年度富里市放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画書 

  （別紙１） 

３     年度賃金改善内訳（職員別内訳）（別紙２） 



第1号様式　別紙１

　

市町村名 ：

放課後児童クラブ名（支援の単位名） ：

１．補助額

年 月 年 月

②　補助基準額 （ 年度）

２．賃金改善額

  年度

円

※黄色のセルについて記入すること。

上記の内容について、全ての職員に対し周知をした上で、提出していることを証明します。

放課後児童クラブ名（支援単位名） ：

：

円0

円

⑤　賃金改善に伴い増加する法定福利費
　　等の事業主負担分

0

0 円

～①　事業実施期間

④　うち、基本給又は決まって毎月
　　支払う手当による賃金改善見込額

0

③　賃金改善見込額

　放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画書年度

⑥　本事業による賃金改善に係る計画の
　　具体的内容を職員に周知していること

代表者名

0

日

⑦　本事業による賃金改善の有無

富里市

月年



第1号様式　別紙2

年度

放課後児童クラブ名（支援の単位名）

（ 年度）

（ 年度の総額）

⑤１か月当た
りの勤務時間

数

⑥就業規則等で定めた
常勤の１か月当たりの

勤務時間数
⑦常勤換算値 ⑫その他

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

0.0人 0.0人 0月 0円 0円

※黄色のセルについて記入すること。

※放課後児童クラブで勤務する職員のうち、賃金改善を行う者（職種問わず、非常勤を含み、経営に携わる法人の役員を除く。）を記載すること。

※行が足りない場合は、適宜追加すること。

⑮備考⑧賃金改善
実施月数

⑨補助基準額
（③×④or⑦

×⑧）

②常勤・非常勤
の別

0

非常勤職員数
（常勤換算）

③補助単価
（月額）

④常勤職
員数

⑬賃金改善に伴
う法定福利費等
の事業主負担分

の増分

⑭１月当たりの
平均賃金改善見

込額
①職種NO.

⑪基本給又は決まっ
て毎月支払う手当

職員名

1

2

3

4

5

21

22

23

24

25

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合計

26

27

28

29

30

賃金改善内訳（職員別内訳）

0円

⑩賃金改善見込額

0円



第２号様式（第６条、第９条関係） 

 

富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金（変更）交付決定通知書 

 

指令第     号  

年  月  日  

 

         様 

 

 富里市長          印   

 

 

    年   月   日付けで（変更）交付申請のあった富里市放課後児童

支援員等処遇改善事業補助金について、富里市放課後児童支援員等処遇改善事

業補助金交付要綱第 条の規定により、次のとおり（変更）交付決定する。  

 

１  （変更）交付決定額            円 



第３号様式（第７条関係） 

 

富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金概算払請求書 

 

年  月  日  

 

 富里市長          様 

 

施 設 名  

代表者名          ㊞ 

 

 

        年   月   日付け      第   号で（変更）

交付決定のあった富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金について、富

里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱第７条第２項の規定によ

り、次のとおり概算払請求します。 

 

１ 概算払請求金額                  円 

 

２ 既交付決定額                   円 



第４号様式（第１０条関係） 

 

富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金に係る実績報告書 

 

年  月  日  

 

 富里市長          様 

 

施 設 名  

代表者名  

 

 

年  月  日付け指令第  号で（変更）交付決定のあった富里

市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金に係る事業が完了したので、次のと

おり関係書類を添えて報告します。 

 

１      年度富里市放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善実績 

  報告書（別紙１） 

２      年度 賃金改善内訳（職員別内訳）（別紙２） 

３      年度 職員別の１月当たりの賃金改善額内訳（別紙３） 



第４号様式　別紙１

市町村名 ：

放課後児童クラブ名（支援の単位名） ：

１．補助額

年 月 年 月

②　補助基準額 （ 年度）

２．賃金改善額

  年度

※黄色のセルについて記入すること。

※賃金改善前後の賃金を定める規定等、必要な書類を添付すること。

上記の内容について、全ての職員に対し周知をした上で、提出していることを証明します。

放課後児童クラブ名（支援単位名） ：

：

～

放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善実績報告書年度

0

代表者名

年 月 日

0 円

円

0 円

0

⑦　本事業による賃金改善の有無

⑥　本事業による賃金改善に係る計画の
　　具体的内容を職員に周知していること

⑤　賃金改善に伴い増加する法定福利費
　　等の事業主負担分

③　賃金改善額

④　うち、基本給又は決まって毎月
　　支払う手当による賃金改善額

0 円

富里市

①　事業実施期間



第４号様式　別紙２

年度

放課後児童クラブ名（支援の単位名）

（ 年度）

（ 年度の総額）

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

11,000円 0.0時間 0円

0.0人 0.0人 0月 0円 0円

※黄色のセルについて記入すること。

※放課後児童クラブで勤務する職員のうち、賃金改善を行う者（職種問わず、非常勤を含み、経営に携わる法人の役員を除く。）を記載すること。

※行が足りない場合は、適宜追加すること。

⑮備考
⑦常勤換算値

①職種

0

0

0

0

③補助単価
（月額）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

④常勤職
員数

⑨補助基準額
（③×④or⑦×

⑧）

0

0

⑭１月当たりの平
均賃金改善額

⑬賃金改善に伴
う法定福利費等
の事業主負担分

の増分

⑤１か月当た
りの勤務時間

数

⑥就業規則等で定めた常
勤の１か月当たりの勤務

時間数
⑫その他

⑧賃金改善
実施月数

非常勤職員数
（常勤換算）

②常勤・非常勤の
別

0円 0円

28

29

0円

0円

0円

0円

0円

NO.

1

2 0円

0

0

0

職員名

0

0

0

0

0

30

0円

16

17

8

9

10

11

12

合計

23

24

25

26

27

0

18

19

20

21

22

0

0

0

0

0

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

3

4

5

6

7

0円

0円

0円

13

14

15

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

⑪基本給又は決まっ
て毎月支払う手当

⑩賃金改善見込額

賃金改善内訳（職員別内訳）

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円



第４号様式　別紙３

年度

（ 年度）

賃金改善額（４月） 賃金改善額（５月） 賃金改善額（６月） 賃金改善額（７月） 賃金改善額（８月） 賃金改善額（９月）

基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

※黄色のセルについて記入をお願いすること。

※放課後児童クラブで勤務する職員のうち、賃金改善を行う者（職種問わず、非常勤を含み、経営に携わる法人の役員を除く。）を記載すること。

※行が足りない場合は、適宜追加すること。

17

18

19

25

26

27

28

29

30

13

14

5

6

7

8

9

15

16

20

21

22

23

24

合計

NO.

1

2

3

4

10

11

12

職員別の１月当たりの賃金改善額内訳

職員名



（ 年度）

賃金改善額（１０月） 賃金改善額（１１月） 賃金改善額（１２月） 賃金改善額（１月） 賃金改善額（２月） 賃金改善額（３月） 賃金改善額（合計）

基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他
基本給又は決
まって毎月支払
う手当

その他

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

※黄色のセルについて記入すること。

※放課後児童クラブで勤務する職員のうち、賃金改善を行う者（職種問わず、非常勤を含み、経営に携わる法人の役員を除く。）を記載すること。

※行が足りない場合は、適宜追加すること。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

NO.

1

職員名

0

12

13

14

15

16

7

8

9

10

11

27

28

29

30

17

18

19

20

21

合計

0

0

0

0

22

23

24

25

26

06



第５号様式（第１１条関係） 

達第     号  

年  月  日  

 

富里市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金確定通知書 

 

 

         様 

 

富里市長          印   

 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった    年度富里市放課後

児童支援員等処遇改善事業補助金について、富里市放課後児童支援員等処遇改

善事業補助金交付要綱第１１条の規定により、次のとおり交付額を確定する。 

 

１ 交付確定額            円 

 


